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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は法令を遵守し株主をはじめとする利害関係者の方々に対して、透明性の高い経営を目指し、変化の激しい経営環境に対処すべく迅速な
意志決定と業務執行を行うよう努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④　議決権電子行使プラットフォーム】

　当社は、議決権電子行使プラットフォームについて、現時点では採用しておりませんが、今後の機関投資家や海外投資家の比率等を考慮しなが
ら検討してまいります。また、現時点において海外投資家等の比率が低い水準に留まっているため、招集通知の英訳は行っておりませんが、今後
の海外投資家等の比率を考慮しながら検討してまいります。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、企業年金の積立金の運用はないため、企業年金のアセットオーナーとして企業年金の積立て等の運用に関与しておりませんが、今後
については、従業員に対し、必要に応じて資産運用に関する教育研修を行うことを検討してまいります。

【補充原則３－１②　英語での情報の開示・提供】

　当社は現在、海外株主の保有比率は１％未満であり、機関投資家比率も相対的に低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通
知の英訳は行っておりません。また、英語での情報開示・提供は業務効率や費用等も勘案し、実施しておりません。今後につきましては、海外株
主の保有率の動向や議決権行使状況等を踏まえ、検討してまいります。

【補充原則３－１③　サステナビリティについての取組み等】

　当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に向き合うことは重要項目と認識しており、経営戦略の開示にあたっては、サ
スティナブルな社会の実現のための取り組みを適切に開示・提供することを検討してまいります。なお、その他のサステナビリティに関する取り組
み等は有価証券報告書に記載しております。

【補充原則３―２①　監査等委員会による外部会計監査人の評価】

　当社の監査等委員会は、

（ⅰ）外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じて職務の実施状況を把握し、評価を行っておりますが、外部会計監査人候補の評価に
関する明確な基準は設けておりません。今後検討してまいります。

【補充原則４－１②　中期経営計画のコミットメント】

　当社は、中期経営計画との乖離については、その分析に関する開示を行っておらず、今後検討してまいりますが、当期の目標に対する実績につ
いては、決算短信・業績予想に関する開示にて分析結果を説明しております。

【補充原則４－１③　最高経営責任者の後継者計画の監督】

　当社は、最高経営責任者（代表取締役社長）の後継者計画の策定・運用は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための、重
要な経営課題の一つであると考えております。現時点では、明文化された後継者計画を有しておりませんが、今後、計画の策定と運用に関し検討
を進めてまいります。

【原則４－２　取締役会の役割・責務(2)】

【補充原則４－２①　業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定】

　当社では、取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業務執
行の監督を行っております。また、独立社外取締役を３名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意
見・助言を頂いております。その他、経営会議を毎週開催し、経営幹部より各部門における業務執行状況を報告させ、迅速かつ効率的に業務執
行できる体制維持を図っております。

　報酬については、株主総会において決定された報酬限度額の範囲内において職務内容、職位、業績、貢献度および経営状況等を勘案して配分
しており、中長期的な業績や企業価値の向上等に配慮した体系としております。現在の報酬体系が健全な動機付けに資するものと考えており、ス
トックオプション制度や役員賞与は現在導入しておりません。今後必要に応じて検討してまいります。

【補充原則４－２②　人的資本投資への取締役会の監督責任】

　当社は、持続的な成長のためのサステナビリティ等への取組指針の情報開示について、指針策定の進捗状況に鑑みて検討してまいります。ま
た、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行に対する監督についても、中期経営計画等と合わせて今後検討してまいります。

【補充原則４－１０①　任意の仕組みの活用】

　当社は現在、独立社外取締役が取締役会の約半数を占めており、社内・社外の各役員が自身の知見と経験を活かして、取締役会において適宜
意見を述べるとともに、必要に応じて社外役員から助言を得る体制が確保できております。なお、指名委員会・報酬委員会等の任意機関の設置に
つきましては、今後検討を進めてまいります。



【補充原則４－１１　取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】

　当社の取締役会は、独立社外取締役３名を含む取締役合計７名であり、知識、経験、能力をバランス良く備えた人材で構成されております。その
規模については適正と認識しておりますが、ジェンダーや国際性の面を含む多様性については、十分に確保されているとは言えないことから、多
様性の確保という視点に重きを置いた取締役候補者の選定に努めてまいります。また、監査等委員には、銀行勤務の経験から財務・会計に関す
る適切な知見を有する監査等委員、弁護士並びに経営実務経験者の監査等委員を選任し、監査等委員会の機能向上を図っております。取締役
会の実効性の分析・評価につきましては、今後の検討課題として認識しております。

【補充原則４－１１①　取締役会の多様性に関する考え方等】

　当社の取締役会は、当社の経営を適切に遂行する為に必要な知識や経験、決断力を備えた社内出身者と、企業経営の経験や専門知識を有し
た独立社外取締役で構成しております。また、取締役会全体としての知識・経験・能力等のバランスや多様性にも配慮しております。なお、各取締
役のスキル・マトリックス及び取締役の選任に関する方針・手続の開示につきましては、今後検討してまいります。

【補充原則４－１１③　取締役会の実効性評価】

　当社は、取締役会の実効性を高めるため、随時、必要な対応を図っております。なお、各取締役の自己評価などを踏まえた取締役会全体の実
効性に関する分析・評価結果の開示については今後検討してまいります。

【補充原則４－１２①　取締役会における審議の活性化のための取り扱い】

　（ⅰ）当社は現在、議題のみの事前送付となっておりますが、今後はより審議を活性化させるべく資料の事前送付を検討してまいります。

【原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】

　当社は、中期経営計画を策定し、各部門における売上高及び生徒数の中期目標を掲げるとともに、その目標達成のために取組むべき事項を定
めております。なお、数値目標につきましては現段階では開示に至っておらず、今後の検討課題としておりますが、最新の経営戦略・経営課題に
つきましては、「有価証券報告書」の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に掲載しております。

　＜掲載先＞

　　経営戦略・経営課題 https://www.subaru-net.com/profile/ir

【補充原則５－２①　事業ポートフォリオに関する基本的な方針と見直しの状況】

当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針の策定や見直しの状況について、取締役会にて議論の上、中期経営計画等と合わせて分かり
やすく示すよう、検討を進めてまいります。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（検討中）】

当社では、資本コストの現状分析、精査を進め、開示に向けた準備に取り組んでいます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

　当社は、取引先との安定的な取引関係強化を図ることで当社の企業価値の向上に資すると認められた場合において、株式を保有することとして
おります。同株式の買い増しや処分の要否は、その目的や合理性について適宜検証を行い、重要な異動については取締役会に諮ることとしてお
ります。また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、発行会社の中長期的な企業価値の向上に
資するか否かを判断した上で、適切に議決権の行使を行います。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することと取締役会規
程に定めております。

【補充原則２－４①　中核人材の登用等における多様性の確保】

　当社は、女性・中途採用者の管理職登用について複数の実績があります。中長期的な人材育成方針と社内環境整備方針については、「女性活
躍推進法に基づく一般事業主行動計画」において、方針及び実施計画を策定・開示しております。

　一方、外国人の管理職登用については、当社の事業基盤が国内であること、当社における海外株主の保有比率が１％未満であること等を踏ま
え、今後の検討課題と認識しております。

　　＜多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標＞

　　　・計画期間：２０２６年４月１日～２０３１年３月３１日（５年間）

　　　・目標①：管理職（課長級以上）に占める女性割合を１３％以上に引き上げる。

　　　・目標②：男女とも平均勤続年数を１５年以上とする。

　　＜具体的な取組み内容＞

　　　・管理職候補者向けの研修の強化

　　　・若手社員に対するキャリア開発研修の実施

【原則３－１ 情報開示の充実】

　当社は、

　　（ⅰ）経営（指導）理念につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。

　　　　　また、最新の経営戦略・経営課題につきましては、「有価証券報告書」の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に掲載しておりま
す。

　　　　　＜掲載先＞

　　　　　　経営理念 　https://subaru-net.co.jp/purpose

　　　　　　経営戦略・経営課題 https://www.subaru-net.com/profile/ir

　　（ⅱ）コーポレート・ガバナンス報告書の「Ⅰ．１．基本的な考え方」をご覧ください。

　　（ⅲ）取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等は、当該取締役の企業価値の向上意欲を高めるとともに、当社が上場企業として持続
的な成長を続けることを目的として、「職責を果たす」ことへの対価として、全ての取締役（監査等委員である取締役を除く）を対象に、金銭にて固
定報酬（１００％）を支給する方針を執っております。また取締役（監査等委員である取締役を除く）の個別報酬については、取締役会（含代表取締
役社長一任）において、各取締役の職務内容・職位・業績・貢献度・経営状況等を勘案し、株主総会決議の報酬限度額内において決定しておりま
す。監査等委員である取締役の報酬等は、独立性確保の観点から金銭にて固定報酬（100%）を支給する方針であります。また監査等委員である



取締役の個別報酬については、監査等委員会において、監査等委員である取締役の決議によって、株主総会決議の報酬限度額内において決定
し、その結果を取締役会に報告しております。

　　（ⅳ）業務執行を行う取締役候補者は、業務実績、識見、能力等を総合的に勘案して決定しております。

　　　　　取締役監査等委員候補者は、専門性と知見・識見を重視し、また、独立役員候補者については、事業経営や法律等の各分野において高
い専門知識や豊富な経験を有する者を監査等委員会の事前同意を得て決定することとしております。

　　（ⅴ）取締役及び監査等委員については、「株主総会招集通知」ならびに「有価証券報告書」に個人別の経歴を記載しております。

　　　　　また、社外役員については、「独立役員届出書」、「株主総会招集ご通知」ならびに「コーポレート・ガバナンス報告書」にて個々の選任理由
を記載しております。

【補充原則４－１①　経営陣に対する委任の範囲】

　当社は、会社法等の法令及び定款に定められた事項の他、取締役会規程の付議基準に定められている事項について取締役会決議を行ってお
ります。

【原則４－９　社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、当社独自の独立性基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準に準じており、独立社外取締役の資
質を有していると判断しております。

【補充原則４－１１②　取締役・監査等委員の兼任状況】

　当社は、取締役・監査等委員の兼任状況は「株主総会招集ご通知」ならびに「有価証券報告書」にて毎年開示しております。なお、現時点におい
て当社以外の他の上場会社の役員兼任者はおりません。

【補充原則４－１４②　取締役・監査等委員に対するトレーニングの方針】

　当社は、取締役及び監査等委員がその役割や責務を果たすため、継続的に事業・財務・組織等に関する情報を提供し、討論することで知識の
共有と事業理解の向上に努めております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主や投資家との対話や面談の申込を受けた場合には、当該申込の目的を十分検討した上で合理的な範囲で対応することを基本とし
ております。なお、株主や投資家との対話や面談対応は、基本的に管理本部内のＩＲ担当者にて行っております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 検討状況の開示

英文開示の有無 無し

該当項目に関する説明

現状の資本コストを確認し、収益力向上のための取り組みを継続してまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

有限会社　学友社 256,797 41.15

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 34,700 5.56

株式会社鹿児島銀行 31,041 4.97

昴取引先持株会 25,866 4.13

株式会社南日本銀行 21,400 3.43

西村　道子 20,791 3.31

西村　秋 10,716 1.71

昴社員持株会 8,435 1.34

株式会社昭和貨物 5,100 0.81

渕上印刷株式会社 4,900 0.78

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし



補足説明

１．大株主の状況は、２０２６年２月２８日現在の状況です。

２．当社は自己株式６７，０９８株を所有しておりますが、上記大株主には含めておりません。

３．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 2 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

厚地実 他の会社の出身者

前田義人 他の会社の出身者

本木順也 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

厚地実 ○ ○ 該当なし

　同氏は、金融機関において銀行業務を中心と
して長年携わり、財務及び会計、金融経済に関
する専門的な知見と豊富な経験を有することか
ら、社外取締役としての職務を適切に遂行いた
だけるものと判断し、監査等委員である社外取
締役として選任しております。

　また、東京証券取引所が定める独立役員の
独立性に関する要件を満たしていることから、
一般株主と利益相反が生じるおそれがないと
判断し、独立役員に指定しております。

前田義人 ○ ○ 該当なし

　同氏は、マスメディア業界において取締役、
社外取締役及び社外監査役として企業経営に
携わり、豊富な経験と実績を有することから、
社外取締役としての職務を適切に遂行いただ
けるものと判断し、監査等委員である社外取締
役として選任しております。

　また、東京証券取引所が定める独立役員の
独立性に関する要件を満たしていることから、
一般株主と利益相反が生じるおそれがないと
判断し、独立役員に指定しております。

本木順也 ○ ○ 該当なし

　同氏は、弁護士としての専門的見識及び知
見を有することから、社外取締役としての職務
を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等
委員である社外取締役として選任しておりま
す。

　また、東京証券取引所が定める独立役員の
独立性に関する要件を満たしていることから、
一般株主と利益相反が生じるおそれがないと
判断し、独立役員に指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役



監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

　当社は経営の意思決定機関である取締役会において、監査等委員会設置会社の体制を採用することにより、全員が社外取締役で構成される
監査等委員会が、取締役会の外部からの業務執行の適法性、妥当性の監視及び監査等を担うことで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレー
ト・ガバナンス体制を強化できると考えております。

　また監査等委員の求めにより、監査等委員の職務を補助すべき使用人の任命を受けた使用人は監査等委員以外からの指揮命令は受けないこ
ととし、当該使用人の異動および人事考課は監査等委員が行い、人事異動は監査等委員と取締役が協議することとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　当社の内部監査室では、監査計画をあらかじめ社長に提出し、承認を受け、定期的に各部署及び教室の業務監査を実施し、監査結果を報告し
ております。

　また法令及び社内規程等の制定・改訂にあわせて、監査項目の見直し、拡充を行い、内部牽制の実効性の確保に努めております。

　監査等委員会監査につきましては、社外取締役で構成される監査等委員会で決定される監査計画に基づき実施しております。

　常勤の監査等委員である社外取締役１名および監査等委員である社外取締役２名による取締役の職務執行状況を監督しております。社外の監
査等委員１名は弁護士として法律に関する相当程度の知見を有するものであります。

　また、監査等委員会は会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに質疑応答・意見交換など定期的な打ち合わせを行い、相
互連携を図っております。さらに、内部監査室および内部統制室と定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報交換を行うことで相互の連携
を図りながら各種監査を実施しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員の資格をみたす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　２００５年５月３１日を行使期限とするストックオプションを実施しておりましたが、期限満了後にあらたなインセンティブ付与は行っておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明



―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　監査等委員を除く取締役について、２０２０年５月２７日開催の第62期定時株主総会で定められた報酬額限度内において報酬額を決定しており
ます。なお、監査等委員である取締役については、２０１６年５月２５日開催の第58期定時株主総会で定められた報酬限度内において報酬額を決
定しております。

　＜報酬限度額＞

　　・取締役（監査等委員を除く）　 １５０百万円

　　・監査等委員である取締役　　　 ２０百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等は、当該取締役の企業価値の向上意欲を高めるとともに、当社が上場企業として持続的な成
長を続けることを目的として、「職責を果たす」ことへの対価として、全ての取締役（監査等委員である取締役を除く）を対象に、金銭にて固定報酬
（１００％）を支給する方針を執っております。

　また取締役（監査等委員である取締役を除く）の個別報酬については、取締役会（含代表取締役社長一任）において、各取締役の職務内容・職
位・業績・貢献度・経営状況等を勘案し、株主総会決議の報酬限度額内において決定しております。

　監査等委員である取締役の報酬等は、独立性確保の観点から金銭にて固定報酬（１００％）を支給する方針であります。また監査等委員である
取締役の個別報酬については、監査等委員会において、監査等委員である取締役の決議によって、株主総会決議の報酬限度額内において決定
し、その結果を取締役会に報告しております。

　なお、役員退職慰労金制度は２００６年５月に廃止しております。

【社外取締役のサポート体制】

　社外取締役の職務をサポートする専任部署はございませんが、情報伝達については管理部および人事総務部がその任を担っております。また
定期的に開催される監査等委員会において社外取締役は情報の共有化を図るとともに、内部監査室は内部監査に基づく監査報告を監査等委員
会に報告しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・当社は監査等委員会設置会社であり、取締役７名のうち、監査等委員である取締役は３名です。

　監査等委員は、非業務執行の社外取締役として、独立性をもって職務を執行し、取締役会の監査、監督を行っております。

・毎月１回の定例取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営における重要事項の決定と報告を行っております。

　毎週１回の経営会議において、経営幹部より各部門における業務執行状況を報告させ、迅速かつ効率的に業務執行できる体制維持を図ってお
ります。

　監査等委員は、取締役会及びその他の社内会議に出席するとともに、各部署を監査し、取締役の職務執行状況を監査できる体制をとっておりま
す。また、定例の監査等委員会および臨時に監査等委員会を開催し、情報共有に努めております。なお社外取締役３名全員を独立役員として指
定しております。

・内部監査室は社長直轄の部署としてその任にあたり、各部署、各教室の業務が法令・定款・社内規程・マニュアル等に従い、適正に運用されて
いるかを調査し、会社財産の保全と経営効率の向上、また、生徒の安全に資することを目的として業務を遂行しております。

　教室監査は、現金・現金等価物の管理、入出金手続き、生徒情報管理、教材管理等のチェック項目を設け、監査計画に沿って進めております。

・内部監査室は監査等委員会と相互の連携を行い、監査結果の情報共有、共同での監査を実施しております。

　監査法人からは年に４回のレビュー報告・監査報告の際に意見交換を行っており、定期的に財務報告に係る内部統制の助言・指導も受けており



ます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社はコンプライアンスの徹底、リスク管理等を含めた内部統制システムの強化及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性
向上を目的として、監査等委員会設置会社というガバナンス体制を選択しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　招集通知の発送日の１４日前より、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイ
トにて公表しております。

集中日を回避した株主総会の設定 　多くの株主様に出席いただけるよう、集中日を避けて開催日を決定しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

IR資料のホームページ掲載
　当社ウェブサイトにおいて、決算短信・有価証券報告書・株主通信・決算説明
資料およびその他開示資料を適時掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
　ＩＲの専担部署はありませんが、IＲ担当として管理本部長がその責を負い、管
理本部がその業務を担当し、IＲ担当者（人事総務部）を配置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　株式会社 昴「企業行動憲章」により、生徒、保護者をはじめとしたステークホルダーに対

する考え方や行動基準を規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　環境保全、消費電力抑制策として、クール・ビズを４月から１０月末まで実施しておりま
す。また、昴旗鹿児島県少年剣道大会や南日本ジュニア美術展を通じ、子供たちのスポー
ツ、文化・芸術活動を支援しております。

　そのほか、鹿児島市を拠点にバスケットボールＢリーグで奮闘する、「鹿児島レブナイズ」
の支援を通じて、スポーツによる地域活性化にも取り組んでおります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１． 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

　コンプライアンス体制に係る規程を定め、取締役、使用人に法令、定款および社会規範の遵守を徹底するためのコンプライアンス委員会を内部
監査室において設置し、社内における強固なコンプライアンス体制を構築し、継続してその質の向上を推進する。

　内部監査室長は、各部門の業務執行、コンプライアンスの状況について監査を実施し、コンプライアンス委員会においてその結果を報告する。

　また、法令違反などの疑義が生ずる行為などについての内部報告体制として、内部通報制度を整備する。

２． 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報は、「文書取扱規程」をはじめとする社内規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理し、
必要に応じて運用状況を検証のうえ、適宜規定などの見直しを行う。なお、取締役はこれらの文書などを常時閲覧可能とする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理に係る規程を制定し、各部門の担当業務に付随するリスクに関して、当該部門において情報を共有し、ガイドライン、マニュアルを整備



したうえで、全社横断的にリスク情報を監視する。

　代表取締役社長は、経営に重大な影響を及ぼすリスクとして判断したときは、内部監査室を中心とした危機管理チームを組織し、迅速かつ組織
的対応を行い、損失を最小限に抑える体制を整える。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

　定例取締役会を月１回開催し、重要事項の決定、経営方針書に基づく経営状況の管理および取締役の業務執行状況の監督を行う。

　業務執行においては、取締役会規程に定める付議事項について、精査された資料を準備し、取締役会に付議する。

　取締役、本部長ならびに部長が出席する経営会議を原則毎週１回開催し、経営会議規程に基づく一定の範囲の重要事項及び取締役会の付議
に先立つ事前審議事項に係る意思決定を機動的に行う。

　通常業務の遂行については、職務分掌規程、職務権限規程などに基づき、可能な範囲において業務上の権限を委譲し、各範疇に係る責任者が
業務を遂行する。

５．監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査等委員の求めにより、職務を補助する使用人として適切な人材を配置し、監査業務に必要な指揮命令を受ける。

６．監査等委員の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員の求めにより、監査等委員の職務を補助すべき使用人の任命を受けた使用人は監査等委員以外からの指揮命令は受けない。

　当該使用人の異動および人事考課は監査等委員が行い、人事異動は監査等委員と取締役が協議する。

７．取締役および使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

　取締役および使用人は、監査等委員に対して、コンプライアンスに関する事項に加え、重大な影響を及ぼすリスクに関する事項、内部監査の実
施状況、内部通報制度を通じた報告の状況およびその内容、その他の監査等委員が職務遂行上、必要があると判断した事項について、誠実に
速やかに報告を行う。

８．その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員は必要に応じ取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、必要な報告、勧告を行う。

　また、代表取締役社長と定期的に相互の意見交換を実施する。

９．反社会的勢力排除に向けた体制

　当社は、「企業行動憲章」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を
遮断することを定め、不当要求等に対しては、顧問弁護士、警察等の外部機関と連携し、組織的な対応を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「企業行動憲章」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を
遮断することを定め、不当要求等に対しては、顧問弁護士、警察等の外部機関と連携し、組織的な対応を行う。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社では、会社の財産および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を特に定めておりません。

　一方で、株式の大量取得行為のうち、当社の企業価値および株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えております。

　今後の法制度や社会動向を見極めながら検討を行ってまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の社会的信用の維持・向上のためには、適正な財務報告を確保することが最も重要な目標の

一つと認識し、金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 に定める内部統制報告書制度の適用にあたり、

以下の基本方針を定めています。

適正な財務報告を確保するための基本方針

1. 　適正な財務報告を確保するための基本原則

・ 当社は、常に適切な会計処理の原則を選択し、規程として定め、当社の全役職員に徹底し、

この原則に基づいて会計処理を実施する。

・ 不正や故意はもとより、不注意や会計基準の不理解等によって発生する虚偽記載は当社の

財務報告の信頼性を損ない、当社に対する信頼を著しく失墜させることになること、なら

びに、万一、そのような事態が発生した場合には、厳正な処分を行うことを当社の全役職員に

周知徹底する。

2. 　適正な財務報告を確保するための体制および手続きの整備

・取締役会は、財務報告とそれに係る内部統制に関して、経営者を適切に監督・監視する責

任があることを認識し、実行する。

・ 適正な財務報告を確保するために、当社の業務内容に適合した、適切な組織構造を構築す

るとともに、財務報告に係る職務の分掌を明確化し、権限や職責の適切な分担を行う。



・ 重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクを識別、分析した上で、そのリスクを低減

する有効な内部統制を設定し、誠実に実施する。

・財務報告に係る内部統制を日常的にモニターする仕組みを構築し、日常的モニタリングに

よって把握された内部統制上の問題が、適時・適切に報告されるための体制を整備する。

・ 財務報告に係る内部統制に関する重要な情報は、経営者、管理者、担当者間において、適

時・適切に伝達される仕組みを整備、構築する。

3　. 財務報告に係る内部統制に関する IT の利用

・ 財務報告に係る内部統制に関連する IT 基盤の重要性を認識し、関連するリスクを適切に把

握し、そのリスクの低減を図るとともに、IT 統制を有効に利用して、内部統制の効率的な実施に

努める。

4. 　金融商品取引法に基づく　財務報告に係る内部統制の評価・報告　の実施

・ 金融商品取引法に基づく当社の　経営者による財務報告に係る内部統制の評価及び報告　を

誠実に実施する。その具体的な方針及び計画は、必要に応じて、別途定める。

・ 金融商品取引法に基づく当社の　経営者による財務報告に係る内部統制の評価及び報告　の

過程で発見された内部統制の不備及び開示すべき重要な不備は、ただちにこれを是正する。




